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社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会第１９回物流小委員会 

令和元年６月２７日 

 

 

【四童子道路経済調査室企画専門官】  それでは、定刻となりましたので、ただいまか

ら第１９回物流小委員会を開催させていただきます。委員の皆様方には、大変お忙しいと

ころをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 本日は、机上にタブレットを用意しておりまして、この分科会におきましてはペーパレ

ス化ということで、本日の資料につきましても、こちらの端末でご参照いただきたいと思

ってございます。 

 操作方法でございますけれども、現在、タブレットの画面の右下に黄色い耳のマークが

出ている状態でございまして、この状態ですと、事務局の操作にあわせまして画面が、全

体が一斉に自動的に切りかわる設定となってございます。この耳のマークのところを一度

タップしていただきますと、白抜きで人の顔がしゃべっているマークと、白で耳のマーク

の両方が出る状態になりまして、この状態ですと、ご自身でタブレットを自由に切りかえ

て、自分だけのタブレットの資料を見るという状態になります。左上にペーパレス会議と

いう矢印のところがございまして、そちらで戻る形にしていただいて、いろいろな資料の

リストが出てきますので、こちらで随時ご確認をいただきたいというところでございます。

また全体に戻るときには、耳を押すと、黄色い耳になるということでございます。よろし

くお願いいたします。 

 本日の資料は、資料１として、ヤマト運輸様からの資料、資料２として、福山通運様か

らの資料、資料３として、ダブル連結トラックの路線拡充について、資料４として、重要

物流道路の供用中区間の指定について、資料５として、特車通行許可の審査の現状につい

てとなってございます。 

 本日は、朝倉委員、上村委員、苦瀬委員、高岡委員におかれましては、所用によりご欠

席と伺ってございます。 

 それでは、初めに、道路局長の池田よりご挨拶申し上げます。 

【池田道路局長】  いつも大変お世話になっております。道路局長の池田豊人と申しま

す。 

 きょうは、根本委員長さんはじめ、物流小委員会の委員の方々には、お忙しいところご
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出席いただきまして、ありがとうございます。 

 また、ヤマト運輸様、福山通運様には、ご説明のためにご出席をいただきましてありが

とうございます。 

 前回の小委員会でダブル連結トラックの本格導入についてのご報告をさせていただきま

した。その後、実施状況ですけれども、６社１４台のダブル連結トラックが現在運行をし

てもらっております。その上で、このダブル連結トラックの路線の拡充の要請は非常に強

くなってきておりまして、この委員会では、拡充の検討の方向性についてご議論をいただ

きたいというふうに思っております。 

 また、これまでの物流小委員会でも数回にわたりましてご議論いただきました重要物流

道路について、本年４月に供用中の道路について、まず第１弾として、国土交通大臣のほ

うで指定をしたところです。きょうは、その概要についてもご報告をさせていただきたい

と思います。 

 また、特殊車両の通行許可の現在の許可の状況について、後ほどご説明させていただき

ますが、経済の状況がよくなっていることにも伴って、非常に許可に時間がかかってご迷

惑をおかけしているところがありますけれども、ここ半年間でかなりの改善をしておりま

す。まだまだ十分ではありませんけれども、そのようなことについてもご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 委員の皆様には、限られた時間ですけれども、忌憚のない建設的なご意見をたくさん頂

戴できますようお願い申し上げまして、冒頭の挨拶にいたします。どうぞよろしくお願い

いたします。 

【四童子道路経済調査室企画専門官】  次に、根本委員長にご挨拶をいただきたいと思

います。 

【根本委員長】  根本でございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 さて、１台で大型トラック２台分の輸送が可能なダブル連結トラック、本格導入されて

いるわけでありますけれども、私、思いますところ、基本的に民間に高く評価されている

というふうに思うわけであります。実は、別途検討されております後続無人隊列走行のほ

うは、先頭車両を含めて３台で今実験をしているところでございますけれども、このダブ

ル連結がうまくいっているので、３台ではちょっとインパクトが足りないねという評価に

なっておりますけれども、ダブル連結の刺激を受けて無人隊列走行も４台、５台というも

のを目指してほしいですし、それから、もちろん自動走行もさらに研究開発を加速させて、
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早期の実現をお願いしたいと思っているところであります。 

 さて、本日は、そのダブル連結の取り組みのご説明のほかに、重要物流道路の指定に関

しての考え方、あとは特車通行許可の制度の改善について、現在の取り組みについて報告

いただくことになっております。委員の皆様におかれましては、さまざまな視点から活発

なご議論をよろしくお願いいたします。 

【四童子道路経済調査室企画専門官】  ありがとうございました。 

 事前にお知らせしておりますとおり、これより先はカメラ撮影についてはご遠慮いただ

きますので、ご協力をお願いいたします。 

 それでは、以後の進行を根本委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

【根本委員長】  それでは、議事（１）といたしまして、ダブル連結トラックについて、

関係者からのご説明と事務局からの説明を一括してお伺いしたいと思います。 

 最初に、ダブル連結トラックの展開と活用についてご説明いただきたいと思います。ご

説明者をご紹介申し上げます。ヤマト運輸株式会社ネットワーク統括部マネージャー、加

地様です。それでは、加地様、よろしくお願いいたします。 

【ヤマト運輸（加地）】  ただいまご紹介にあずかりましたヤマト運輸の加地でございま

す。本日は、このような場で発言の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。 

 ２０１７年１１月の物流小委員会でも発言させていただく場がございまして、それ以降、

委員の皆様、国土交通省の皆様のご尽力を賜りまして、今年の１月２９日に、このダブル

連結の規制が緩和されたということでございます。４月以降、弊社を含めて４社での共同

輸送を開始いたしました。まずは４月以降の実績、運行を始めてからの課題、今後の展望

という形で本日ご説明を差し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、先ほど申し上げましたけれども、項目を２つに分けさせていただきまして、１

つにつきましては、４月、５月の実績と課題、項目２としまして、今後、区間延伸、路線

拡充ということですので、弊社の考える考え方についてご説明を差し上げたいと思います。 

 参考までに、下に、３月２８日に４社による共同輸送の出発式典というのを関西ゲート

ウェイで開催しましたので、その模様を写真で掲載させていただきました。 

 次のページをお願いいたします。４月１日から共同輸送を開始しまして、３カ月が経過

いたしました。ここでは４月、５月の実績についてご説明をいたします。 

 上の図ですけれども、開始時の共同輸送の組み合わせを示しております。日本通運様、
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西濃運輸様、日本郵便様の車両でヤマト運輸のトレーラを牽引しているというのが現在の

運行の実施でございます。台数につきましては、厚木から３台、関西から３台、合計６台

が日々運行しておりますが、基本的には月曜日から金曜日の平日の運行ということで進め

ております。 

 真ん中のボックスになりますけれども、運行ダイヤです。運行ダイヤにつきましては、

日本郵便様が日中帯の運行、西濃運輸様、日本通運様が夜間帯の運行ということでござい

ます。 

 ４月、５月の実績につきまして、下の表にまとめております。先ほど委員からもお話あ

りましたけれども、１台で２台分の輸送を行いますので、運行の台数については、当然半

減と、５０％の省人化が図れているということでございます。 

 加えまして、ＣＯ２の排出なんですけれども、連結によりまして１台当たりの燃費とい

うのは悪化しますので、省人化のように５０％まではいかないんですけれども、結果、約

３７％のＣＯ２の排出削減となっております。当初、４０％ということで計画はしており

ましたけれども、開始当初の不慣れな部分がありますので、若干、燃費が計画より悪化し

たというふうに捉えております。 

 ここには表現しておりませんけれども、安全に関しましても、４月、５月、このダブル

連結６台で約９万キロの運行を走行しました。結果、交通事故は当然ゼロ、あと交通クレｰ

ームに関しましてもゼロ件ということが今の実態でございます。ただ、一方、メリットだ

けではなくて、課題も見えてきましたので、次の３ページをごらんください。 

 こういった形の共同輸送につきましては、初めてだったということもございますけれど

も、実際、運行を開始しましてダイヤが遅れてうまく接続できなかったとか、トレーラの

脱着が不なれなもので時間がかかって出社が遅延しました、また、車両のトラブルがあっ

て運休になりましたと、そういった細かなトラブルは、実は起こっていたんですけれども、

日々の調整で解決することができましたので、現状は発生しておりません。ただ、今回、

資料にあります駐車スペースの問題、これにつきましては、我々、事業者単体ではなかな

か解決しづらいということで、今後も引き続き起きていく課題だというふうに認識してお

ります。 

 ご存じのとおり、改善基準告示というものがございまして、連続運転４時間というのが

限界とされております。連続４時間に対して３０分の休憩を確保するということで定めら

れております。ただ、実際、指定のＳＡ・ＰＡに優先スペースとしてご用意はいただいて
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いるんですけれども、実際に現地に着いたときには他の車がとまっているということがあ

りまして、なかなかとめられない。ただ、連続運転4時間に対して30分の休憩を守るために、

ＳＡ・ＰＡを転々としながら、とめる場所を探してとまっているというのが状況でござい

ます。 

 次の４ページをごらんください。４ページと５ページが同じような資料にはなっている

んですけれども、ここから、４月、５月の運行におきまして、実際にどこのＳＡ・ＰＡに

駐車ができて休息がとれたかということを各社からのヒアリングをもとにまとめておりま

す。表の見方なんですけれども、１が運行時間ということです。右が運行指示休憩場所、

会社からどこのＳＡ・ＰＡで休息をとりなさいという指示の場所でございます。 

 下にいきまして、２の休息場所です。ここは、４月、５月の運行回数に対して、どこに

何回とまったという実績でございます。 

 ３番の駐車場所です。ここにつきましては、実際にＳＡ・ＰＡに入った後、指定された

場所なのか、それ以外にとまったかというところをまとめております。 

 このページと次のページになって非常に見づらいかもしれないんですけれども、日本郵

便様の実績から読み取れますのは、決して高いとは言えませんが、上下線ともに約半分ぐ

らいが指定された浜松のサービスエリアで休憩がとれていると。指定スペースにつきまし

ては、１００％とは言いませんけれども、下りで言えば２回に１回ぐらい、上りで４回に

１回ぐらいとめられていますので、比較的、指示どおりとめられたのかなというふうに私

どもは判断をしております。 

 ６ページ目をごらんください。ここにつきましては、日本通運様と西濃運輸様の夜間帯

の実績になります。ここは日中帯と変わって、上りに関しましては、次の７ページをよろ

しいですか。上りなんですけれども、浜松のサービスエリアで休憩できている回数という

ものが減ってきているのが、日中帯の運行と比べて判断できます。 

 前の６ページに戻っていただいてよろしいでしょうか。ここは下りなんですけれども、

下りに関しては、浜松のＳＡ・ＰＡでとめられたという実績がゼロでございます。 

 加えまして、下のほうを見ていただきたいんですけれども、その他１２回という数字が

ございます。非常に申し上げにくいところもあるんですけれども、ドライバーの経験から、

日々運行している中で、どのＳＡ・ＰＡはとめられて、とめられないかというものは体感

的に理解をしていますので、４時間を超えないようにどこでとまる、どこでとまらないと

いけないということがドライバー判断の中で起こっています。事実、駐車スペースではな
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くて、路肩だとか、ゼブラ 

ゾーンであったりだとか、実態としてはそこにとまって休憩をしているということが現状

でございます。 

 次の８ページをお願いします。駐車スペースの問題につきましては、今回のダブル連結

トラックに限った課題ではないというふうに我々は思っておりますので、幹線輸送を担う

全ての大型トラックにかかわりがございます。実際の深夜のＳＡ・ＰＡにつきましては非

常に混雑しておりまして、一般のトラックでもなかなか駐車スペースを探すのが困難だと

いうことは、ドライバーのほうからヒアリングで聞いております。 

 この駐車スペースの課題につきまして、我々、各事業者でできることは非常に限られて

はいるんですけれども、ＮＥＸＣＯ様のほうでもさまざまな取り組みがホームページにも

アップされておりましたので、参考までに資料のほうを転記させていただきました。 

 ＮＥＸＣＯ様のほうも、駐車スペースにおいては課題だということを認識されておりま

すので、駐車ますの拡大というものを図っていただいているということでございます。 

 特に、中段のボックスをごらんいただきたいんですけれども、ＮＥＸＣＯ中日本様にお

いては、普通車の駐車マスを減らして大型車の駐車マスを増やすということの計画もやっ

ていただいているようです。これについては、普通車２台で大型１台というような共用の

ますみたいなこともご準備いただいておりますので、こういった形での影響かとは思って

おります。 

 また、２０１９年につきましては、今年度の２倍程度、大型のマスを増やしていただけ

る計画ということですので、これは非常にありがたいことだなというふうに思っておりま

す。 

 次の９ページをごらんください。また、駐車ますだけではなくて、この表にありますよ

うに、コネクトエリア浜松、豊橋パーキングエリアにおきましては、事前の契約だとか予

約ということで、必ずとめられるスペースというものの提供も始まっておりますので、ぜ

ひ活用したいというふうには思っておりますけれども、コネクトエリア浜松については、

一部、スマートインターの機器の問題で、今回、ダブル連結については現状入れないとい

うことでございます。ただ、浜松というのは、我々が使っている関東と関西ということで

考えますと、ど真ん中なんですね。立地としては、ぜひこの浜松近郊のこういったエリア

を使いたいということで考えております。当然、今の運行ですと、関東から関西までを１

人のドライバーで運行しているんですけれども、仮にこの浜松が使えるようになると、こ
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こでドライバーをスイッチしまして、ドライバーさんは家に帰れると、こういった運行に

も変えていけるというふうに考えております。 

 下の豊橋パーキングエリアにつきましては、これは予約制ということで、決められた時

間に行けば必ずとめられますよということでございます。ただ、新東名ではなくて東名高

速になりまして、現在、ダブル連結が通れるというものは、新東名５０％、東名に限って

はイレギュラーがあったときに代替の路線として使えるということですので、ここが少し、

改善が必要かなというふうに思っております。 

 したがいまして、この駐車問題につきましては、我々、個社だけではなかなか解決しづ

らいという問題がございますので、国土交通省様、ＮＥＸＣＯ様のご協力が必要かなとい

うふうに考えますので、よろしくお願いいたします。 

 ここまでがダブル連結トラックの本格稼働開始からの実績と課題についての説明になり

ます。 

 １０ページをごらんください。ここからが延伸についてのお話になります。先ほどの駐

車スペースの課題はあるんですが、ダブル連結トラック自体がトラックドライバー不足に

対する解決の手段の１つになるということは、ご理解いただいていると私どもも思ってお

ります。このページでは、今後、路線拡大、路線拡充をする場合、どこまで伸ばすべきな

のかということについて、弊社の考えを説明させていただきます。 

 図にありますように、関東、中部、関西、この赤い枠が現在走っている連結の区間でご

ざいます。拡充区間につきましては、現行の東名というものを中心にしながら、東は宮城、

西は福岡と、このエリアについての延伸をご提案します。なぜこの区間かということにつ

きましては、次の１１ページからご説明をいたします。 

 このページでは、路線延長を提案する理由というものを少し定量的にご説明したいなと

いうふうに思っています。 

 まず１点目なんですけれども、貨物流動構成の変化ということが挙げられます。まず、

関東圏から地方に行く荷物の流動の格差というものが５年前から拡大の一途をたどってい

るということと、この傾向は今後も継続されるだろうというふうに予測しております。特

に格差が大きいというのは、端々です。関東・東京発、北海道、九州というところになり

ます。ここにある数字は、昨年と５年前のある月の宅急便の流動個数というものを比較し

ております。表の見方ですけれども、上が北海道、下が九州という形になりますが、例え

ば過去の流動に関しましては、東京・関東から北海道に行く荷物が全体の６９％、北海道
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から関東・東京に来るのが３１と、こういった流動構成比になります。それが現在、７７

対２３ということで、この格差が広がっている。下の九州の数字について、同様に広がっ

ているということでございます。 

 何でこういった傾向に変化したかということですけれども、やはりＥＣの増加、これに

尽きるかなというふうに思っております。 

 下の図にありますように、首都圏の物流施設のマップを載せております。延べ床面積に

関しては、８年間で約３倍に広がっているというような数字も出ておりました。例えばＡ

社さんのような大きなＥＣの事業者さんであれば、全国に拠点を置いて、極力短い距離で

お客様に届けるというような出店の仕方もできるんですけれども、みんながみんな、そう

いった企業ではないので、できる限り拠点の数というものを絞って効率を図っていくとい

うふうにやろうと思っています。どこに置くのというと、やはり首都圏に置くということ

になりますので、首都圏から地方へ出ていく荷物というものが増加していくというのが現

状の傾向だというふうに考えております。 

 １２ページをごらんください。トラック台数の変化ということで、このページでは、先

ほど申し上げました貨物流動の変化からトラックの台数にどんな影響が出ているかという

ことを表にまとめております。北海道に関しては、航空輸送が非常に多いものがありまし

たので、九州について例として挙げさせていただきました。本来、荷量が増加しています

から、それに比例しまして台数というのは増加していくと思われがちなんですけれども、

一転、台数というものは減少傾向にあるということでございます。理由はシンプルで、長

距離輸送のトラックというものがなかなか集まりづらい、確保しづらいという状況になっ

てきているということです。これはさきにご説明しましたけれども、流動が変わってきた

ことにも起因しておりまして、都市間の格差が広がっているということで、通常のトラッ

クだけでやろうとすると片荷がどうしても出てきます。当然、その片荷と台数が増えてい

くということなんですけれども、現状としては、我々も協力会社さんが約８割を占めます

けれども、長距離専便を我先にと手を挙げる企業さんは減ってきているということが現状

でございます。理由としましては、ここにも書いておりますけれども、片荷ではなかなか

採算がとれないということです。あとは、長距離になると、１回家を出て帰ってくるのが

５日後ということになりますので、なかなかそういった仕事のなり手がいないのかなとい

うことです。 

 こういった状況から、弊社でも長距離区間の貨物は増えていくんですけれども、トラッ
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クが集まらないということの中で、当然、Airだとか船、鉄道ということで、輸送モードを

切りかえてやっていくことが１つと、あとは長距離を短距離化するために、例えば関西で

切って中距離化していく、こういったことを含めて対応しておりますけれども、ここにも

キャパシティがありますので、これから先、さらに格差が広がる、取扱量が増えていくと、

こういったことだけではなかなか対応しづらいのかなというふうに思っています。 

 こういったことの対策の中では、まず輸送の仕方を変えていくということと、ドライバ

ーさんの働き方、労働環境というものを変えながら輸送効率を高めていかないといけない

なというふうに考えています。 

 ちょっと小さいんですけれども、右の図としまして、我々が目指す幹線ネットワークと

いうことの簡略の図ですけれども、出させていただきました。我々が考える幹線ネットワ

ークをポイントで示しますと、大きく３つありまして、１つが近距離化です。２つが車両

の大型化による生産性の向上、３つ目が往復での設定という表現にしておりますけれども、

片荷運行をなくしましょうということになります。 

 次、１３ページをごらんください。先ほどのポイントの中で、中継輸送につきましては、

さっきの日本地図のほうで示してはいたんですけれども、関東、中部、関西、中国、広島

と刻んで行きましょうということでございます。この中継輸送を除いた輸送スキームとい

うものが、どういった形になるのかというものをイメージでご説明させていただきます。 

 先ほどもご説明しましたけれども、現状の関東・九州間の貨物構成比が６対４というこ

とになりますので、仮に１台当たりの積載が同等とした場合というのは、左のBeforeの図

を見ていただければわかるんですけれども、九州から４台出て関東から６台出るというふ

うな形になります。ステップ１としまして、この区間についてダブル連結トラックを導入

することができれば、After①という絵を見ていただきたいんですけれども、まずドライバ

ーさんが１０人から５人になるよということでございます。ただ、これだけでは関東発の

１台の車がそのまま片荷でということなので、ここは敬遠されがちなのかなというふうに

思っています。 

 これに加えまして、After②のほうをごらんいただきたいんですけれども、貨物列車など

に輸送モード切り変えていくことで、ここをトラックでやらないということになれば、１

０人が４人になって、片荷運行というものがなくなっていくと。省人化という見せ方がい

いのかちょっとわかりませんけれども、１０人が４人ですので、省人化率６０％というよ

うな表現になるんでしょうか。こういった形にやっていきたいというふうに思っています。 



 -10-

 ただ、これは机上の空論ではなくて、これを進めていかないといけないというふうに強

く思っています。今後の物流というものが、いつか運べなくなるという危機感を我々は感

じておりますので、まず、このエリアに向いての路線拡充というものをご検討いただきた

いということを申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 

 以上です。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、福山通運株式会社輸送統括担当安全統括室長の長原様からご説

明をお願いしたいと思います。 

【福山通運（長原）】  福山通運の長原でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 私ども、先ほどヤマト運輸さんのご説明にございましたとおり、実際、２１メートル、

それから２５メートルのダブル連結トラックを利用しておりますので、説明の内容につい

てはほぼ変わらない状況で今運行をさせてもらっております。 

 新東名の規制がこの春、緩和されまして、我々も新たなるルートというふうなところを

模索しながら今やっておる途中でございますけれども、そういった状況の中で、先ほどの

ご説明とダブってもいけませんので、私どもの現状の実態なりお願いをさせていただきた

いと、このように考えます。 

 資料としましては、ずっと後にいきまして、５ページから始めさせてもらってもいいの

ではなかろうかと思いますけれども、実証実験が終わりました暁には、我々も新たなる運

行ルートというふうなことをお願いしたいと思って、きょう説明に上がらせていただきま

した。特に、今まで走ってこともない山陽道、それから東北道、こういったところにシフ

トを置かせていただいて、そこで走れないものだろうかというふうなところを検討してい

る状況でございますけれども、現在、ドライバー不足という深刻な問題も抱えております。

そういったところで、トラックの大型化というふうなこと、いわゆる低床ボディの採用で

あるとか、あるいはセミトレーラ、こういったものの切りかえであるとか、さらに連結ト

ラック、そういったものの切りかえを重点に考えております。この連結トラックの一番い

いところは、やはり箱の切りかえができるというふうなところでございまして、ＡからＢ、

ＢからＣに行く場合、ＡからＢで切り離して、Ｂで積んであるのを一緒にＣにまで持って

いくというふうな状況で運行しますと非常に効率も上がるわけでございますけれども、現

在、一番お願いしたいことは、Ｂに入る連結トラックについて、特認（※特殊車両通行許

可）というふうなところが一番問題になっておるところでございます。そういった特殊車
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両の許可がなかなか受けられないというふうなところ、この辺のところがクリアできるの

であれは、非常に効率のいい輸送ができるのではなかろうか、このように考えております。

車両は確かに２５メートルございますけれども、トラックのメーカーのほうも、後ろの箱

の軸を前のハンドルと同じような形で動かすようにしておりますので、非常に車の切り返

しも、小幅で切り返しもできる、右折、左折もセミトレーラと同じようなルートで回って

いくというふうな、そういった仕組みにもなっておりますので、そういった面から見ると、

現行のセミトレーラ並みの許可をいただけるのであれば、さらなる効率も上がっていくの

ではなかろうかと、このように考えております。 

 そういったことで、今度、新たに我々も東北道、あるいは山陽道、こういったところの、

これは実証実験でも構いませんけれども、そういったところをやってみろと言っていただ

きたい、このように思いましてお願いに上がったというふうなところもございます。 

 話が変わりますけれども、先ほどの休憩場所も非常に困っております。ドライバーも携

帯用のトイレを持ちながら運行しておるというふうな話も聞いております。長いわけでご

ざいますので、なかなか思うようにとまる駐車場がないというふうなものが現状でござい

ますけれども、ヤマトさんと同様に、現在、中日本道路さんにご提案いただきましたので、

予約制の駐車場というふうなところを、豊橋で予約して利用させていただいておるという

ふうな状況でございますので、これはまだ実用化されていない状況でございますけれども、

こういった試験を繰り返しながら、ドライバー休憩時間というふうなものも与えていきた

い、このように考えております。 

 我々といたしましても、こういった将来的な新しいルートができるのであれば、そうい

ったルートをぜひ利用させていただいて、今後のトラックの導入計画にも大きな変更もあ

ろうかと思います。そういった意味では、各先生方のきょうのお話の中で、どういった状

況で展開するんだろうかというふうなところにおきましては、非常に期待しているところ

でもございますので、ぜひともそういったところの展開を我々も実験をさせていただきた

い、このように考えております。 

 トラックは非常に長いわけでございますので、ドライバーも専属でドライバーに当たっ

ております。幸いなことに、今まで事故も故障も発生させておりませんけれども、今後も

異常が発生しないためにもさらなる車の点検も必要でございますけれども、もし悪くして

途中で車両故障が起きた、あるいは車両事故が発生したという、その辺のところも今シミ

ュレーションを考えながら、そういったところの検討も行っておるというふうなことでご
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ざいます。同じことを繰り返すようでございますけれども、そういった特認の緩和という

ものがもし図られるのであれば、非常にこれは輸送においても、トラックの切り離し、こ

れは大きなメリットを発揮するのではなかろうかと思いますので、説明はヤマトさんとか

ぶらせもらうことになりましたけれども、そういった思いできょうは説明に来させていた

だきましたので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、続けて事務局より、ダブル連結トラックの路線拡充について、ご説明をよろ

しくお願いいたします。 

【淡中有料道路調整室長】  有料道路調整室長の淡中でございます。 

 資料は３です。ダブル連結トラックの路線拡充でございます。 

 まず最初に、おさらいであります。ダブル連結トラック、１月２９日より新東名を中心

に本格導入をしております。 

 次のページにいきまして、新東名は海老名から豊田東ジャンクションまでの間を中心に

路線を設定しておりまして、今回は物流事業者のニーズ等を踏まえ、対象区間の拡充につ

いて検討していただくということでございます。 

 次、お願いいたします。路線拡充の考え方でございますが、３点ありまして、１つは、

２５メートルのダブル連結トラックを運行している事業者のニーズがある区間でございま

す。２つ目は、４車線以上、３つ目は、高速道路から物流拠点までの一般道路の構造につ

いて、誘導車を配置することなく通行が可能な区間ということでございます。 

 ３社からヒアリングを行っておりまして、ここに書いてある図のとおりでございます。

東北道、また東名、名神・新名神、山陽道、九州道の福岡までの区間、こちらについて、

現在、路線拡充の要望をいただいているというところでございます。 

 次のページをお願いいたします。今後、路線拡充について検討していかないといけない

わけでありますが、その検討でございますけれども、まず道路構造としましては、高速道

路のインター、ジャンクション、またはインターをおりてからの物流拠点までのラストワ

ンマイル、こちらの通行の可否について道路管理者のほうで確認、検討をしていく必要が

ございます。 

 また、休憩施設といたしましては、ダブル連結トラック優先ますの設置の箇所をどこに

するのかということの検討が必要になります。こちらのほうは、物流事業者さんの経路、
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また発着拠点、中継拠点、そういったところを確認しながら検討させていただきたいとい

うふうに思っております。 

 次、お願いします。今後の進め方でございますが、本日、物流小委員会のほうで審議を

いただきまして、先ほど説明いたしました道路構造の確認、休憩箇所の確認をいたしまし

て、今年の夏ごろ、路線拡充の通達改正というものを考えたいというふうに思っておりま

す。その後、休憩所の具体の整備を高速道路会社のほうでしまして、許可という流れでい

きたいというふうに考えております。今後も引き続き運行状況や物流事業者のニーズを踏

まえまして、さらなる対象路線についても検討していきたいというふうに思っております。 

 説明は以上です。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまヤマト運輸様、それから福山通運様、事務局からご説明がありまし

たけれども、以上、資料３点について何かご質問、ご意見があればよろしくお願いいたし

ます。いかがでしょうか。どうでしょうか。 

【兵藤委員】  それでは、ヤマトさんの発表について、１つ、２つお伺いしたいのです

が、このスケジュールで日本郵便が今までになく日中の運行になっていますよね。特に夕

方の１８時、１９時ぐらいの乗用車のピーク時に重なっているのですが、そういう意味で、

今までのご経験で、乗用車による渋滞に巻き込まれたかとか、合流部分が、なかなか合流

できなくなるとか、何かそういった不具合はなかったんでしょうかというのが１つでござ

います。 

 それから、これもヤマトさんにお伺いしたほうがいいかな。路線を拡大すると、今度は、

今までの新東名中心とは違って、例えば勾配がかなりきついところとか、そういったもの

が登場しますが、今のダブル連結が、トラクター部分のエンジンの馬力が若干足りないの

ではないかという、そういう話もあって、４１０、４５０馬力ぐらいまでは今は想定され

ているらしいんですが、そういう勾配に差しかかってスピードが、わりと極端に落ちてい

くとか、そういったことは今までのご経験でなかったでしょうか。それは確認でございま

す。路線拡大のときにそれが１つ、駐車場の問題もそうなのですが、勾配に対する問題も

懸念されるものですから、何か示唆があれば教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

【根本委員長】  それでは、お答えをお願いします。 

【ヤマト運輸（加地）】  １つ目の日中帯というお話なんですけれども、実際にお昼と夜
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に走る、同じ距離感を走るんですけど、運行時間は３０分から１時間ぐらい遅いというの

が実態です。これは先生おっしゃったように、渋滞だとか、そういうものが大きく起因し

ているということで、日本郵便様からはお聞きをしております。 

 ２つ目の勾配という話ですけれども、実際、夜、今の状態で運行を新東名でやっていま

すけれども、御殿場の上り坂ですと、５０キロとか６０キロみたいなところまで落ちると

ドライバーは言っています。今回の延伸で、西に向いてということで、山陽道というお話

をさせていただいているんですけれども、本来、中国道のほうが、当然、交通量が少なく

て、駐車問題も普通よりはクリアできるだろうと思ってはいますけれども、中国道は上り

下りが非常に激しいので、現状、馬力だとかという仕様でいくと、あまり極端な勾配とい

うものはスピードが落ちるということが懸念はされますが、メーカーさんには、こういう

ことも今後考えられるので、改良のほうは要望しております。 

 以上です。 

【兵藤委員】  ありがとうございました。 

【根本委員長】  馬力を増やすことは、技術的には簡単なんですか。 

【ヤマト運輸（加地）】  今の仕様が、実はもうある程度、数％の馬力をアップはしてお

ります。ここからさらに上げようとすると、もしかすると、日本のメーカーさんではこれ

以上は難しいのかどうか、私はメーカーではないのでお答えしづらいところもありますけ

れども、ここからの措置、検討は必要かなというふうに思います。 

【根本委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

【羽藤委員】  どうもご説明いただきましてありがとうございました。 

 ２点あるんですけれども、１点目は、輸送事業者様の収益ということを考えますと、当

然、人件費と燃料費、高速道路料金というもののバランスで決まってくるわけですけれど

も、労働環境の問題ですとか、あるいは人件費のことを考えると、このダブル連結トラッ

クは相当可能性がありそうだといったときに、休憩スペースのところが問題だということ

は、場合によっては、駐車ますのところで、例えばですけれども、有料でスペースを確保

するというようなことになったときに、それがある収益の範囲内であれば、そうしたこと

をしてスペースを設けるというようなところに対して、同意し得るのかということは少し

気になりました。特に優先ますの取り方の際に、一般車両のところを少しいじめてでも取

らないと、なかなか安全確保はできないということですので、トラック事業者さんのこと
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を考えますと、この場所の確保というのは必須だと思いました。それをやろうとすると、

どうしてもそういったこともあり得るのかなというふうに考えたので、そこのところにつ

いて、どちらからでも結構なんですけれども、もしご意見ありましたらお聞かせいただけ

ないでしょうか。 

【根本委員長】  よろしいですか。 

【福山通運（長原）】  よろしいでしょうか。 

【根本委員長】  はい、どうぞ。 

【福山通運（長原）】  各サービスエリア、パーキング、ここでとまっておる車両という

のは、休憩場所でなしに仮眠をとるための休憩のような形で、非常に駐車時間が長いとい

うふうなところを見られますけれども、我々、特積みの業者から考えると、あくまでサー

ビスエリア、パーキングエリアというのは休憩をとる場所であって、寝るところではない

というふうな認識をしているわけでございまして、ドライバーの休憩の確保というふうな

ことで有料化するというのは、これはやぶさかではないんですけれども、とにかく我々も

４時間に３０分、あるいは２時間に１５分の休憩を確保するためには、こういったことも

して確保していただけるのであれば、安心して我々も駐車できるというふうなところでご

ざいますけれども、少なくとも休憩時間３０分とったら出発するというふうなダイヤを組

んでおりますので、そういったことも両方理解していただく必要もあるのではないかなと

いうふうな気がいたします。 

【羽藤委員】  ありがとうございます。 

【根本委員長】  ヤマトさんのほうから何かありますか。 

【ヤマト運輸（加地）】  有料に対してというご質問をいただきましたけれども、現状は

中継輸送をしようとしますと、実は高速からおりてくるんです。通し料金ではないので、

おりてくると、社内的なコストとしては正直上がるというのが実態です。ただ、有料だと

はいえ、高速道路上で休憩ができる、中継ができるというスペースがあるのであれば、そ

れは使います。間違いなく使います。現状のコネクトエリア浜松さん、ちょっと利用状況

は、私、わかりませんけれども、あれも有料です。豊橋パーキングエリアについては、今、

実験中ということで、今後有料化されるというふうに聞いていますけれども、有料化され

ても、とめられるなら使うというのが、我々、今やっている４社の意見です。 

【羽藤委員】  ありがとうございます。 

【根本委員長】  よろしいですね。 
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 それでは、お願いいたします。 

【大串委員】  お願いします。私も、駐車マスの不足に対して、幾らかの料金を支払っ

ていただけるようなご用意があるのかということをお聞きしたいです。例えばそれを少し

割り引くとかという際に、共同輸送をしていただいている車には半額とか、どういう仕組

みでやるかというのはあると思うんですけれども、共同輸送だとディスカウントがありま

すよというのは、うれしいことなんでしょうかね。それとも、あまり関係ないでしょうか

ね。 

 そのあたり１点と、ダブル連結でいく場合に、２台分つなげていくわけですけれども、

２台分の料金をいただいているんでしょうか。それとも、今は１台分で済むんでしょうか、

運転手１人ということで。確認だけお願いします。 

【根本委員長】  まず、ディスカウントのほうを。 

【ヤマト運輸（加地）】  ぜひお願いしたいということになりますが、高速道路はそもそ

も公共性のものなので、１つの条件をつけて割り引かれるというものが受け入れられるの

であればとは思いますけれども、先ほど申し上げましたように、１回おりないで済むので

あれば、コストとしては、お金を払ってでも高速道路上でスイッチしたほうが会社として

の収益というのは上がるのではないか。こういうことをここで言ってしまうのはあれかも

しれませんけれども、というふうには思っています。ただ、割引制度があれば、ぜひよろ

しくお願いしますということでございます。 

【大串委員】  ありがとうございます。料金に関しては、課長さん……。 

【根本委員長】  そうですね。高速道路料金について教えてください。 

【淡中有料道路調整室長】  料金は１台分でいただいているだけです。 

【大串委員】  １台分で済むわけですね。 

【根本委員長】  特大車ですね。 

【水野評価室長】  ちょっと補足させていただきますと、これまでは２台で走っていた

ので、大型車の料金が２台分かかっていた。それが今回、特大の料金１台分ということで、

幾ら安くなるかということは覚えていないですけれども、そういった面で、少しお安くな

っているというふうには認識しています。実験中はデータの協力をいただくということで、

さらに高速料金は、実験期間中に限りということで引かせていただいたんですけれども、

本格導入後は、今、特大の料金をいただいているという状況になっています。 

【根本委員長】  よろしいですね。 
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【大串委員】  ありがとうございました。コスト的に余地があると受けとめさせていた

だきました。ありがとうございます。 

【根本委員長】  それでは、私のほうからもちょっと質問させてほしいんですけれども、

ヤマトさんも福山通運さんも全国のネットワークでお仕事されていると思いますけれども、

全国の荷物を運ぶ中で、ダブル連結を使って運べる荷物みたいなものがどれぐらいの比率

になりそうか。粗々の感覚的な話でよろしいんですけれども、このダブル連結に置きかえ

られるところは、どういうふうにお感じになられていますか。 

【福山通運（長原）】  よろしいですか。 

【根本委員長】  はい。 

【福山通運（長原）】  はい、すいません。先ほどからも申し上げておるんですけれども、

ずばり申し上げますと、これは特認の関係で、我々の拠点、ヤマトさんも一緒だと思いま

すけれども、その拠点にセミトレーラ並みで入れるのであれば、かなりの台数が運用され

ると思いますし、今、一番の問題は、条件的に、Ａ条件、Ｂ条件、Ｃ条件とか、先導車付

きとか、いろいろな条件が道路幅によって制限されておりますので、その辺のところの緩

和といいますか、もしその辺のところがうまくいくのであれば、今の１１トンと同じよう

な利用価値を考えております。とにかくホームへつけて出るとか、また、ホームについて

あるのを引っかけて出るとか、そういうふうな組み合わせによってメリットもあるし、か

なりトレーラの免許証を持ったドライバーもおりますので、そういった運用面はかなり拡

大したいと思っています。 

【根本委員長】  ヤマトさん、いかがでしょうか。 

【ヤマト運輸（加地）】  弊社も福山さんと一緒で、条件が限られていますので、基本、

運べるものというのは全て対応できるんですけれども、まず、走れる区間、場所が限られ

るということと、先ほどご説明しました流動の差があるので、その差を調整するためにと

かいうことで考えますと、あくまでも１０％から２０％ぐらいは今すぐでもできるだろう

と、車とあれがそろえばという、全体のですね。ヤマト取扱量も１０％から２０％ぐらい

はできるのかなというふうに、今、一応、社内では考えております。 

【根本委員長】  そういった中で、ヤマトさんの要望された路線延長区間というのは、

例えばこれは宮城までしか入っていないわけなんですけれども、どうして青森のほうにダ

ブル連結は別に必要ないというようなお考えなんでしょうか。 

【ヤマト運輸（加地）】  シンプルに、雪ですね。 
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【根本委員長】  雪？ 

【ヤマト運輸（加地）】  はい。我々、今、社内でフルトラクターですね、ダブル連結み

たいに２５メートルではないんですけれども、１９メートルまでの運行をしているのが、

実は宮城までなんですね。それは、冬季期間の道路の状況もあるので、積極的に入れてい

ないということだけなんですけれども、実は岩手だとか青森までということは、検討する

ことは可能だというふうに思っていますが、今の現状では、すいません、宮城ということ

で切らせていただきました。 

【根本委員長】  鹿児島はどうして行かなくていいんですか。 

【ヤマト運輸（加地）】  九州は、極端な福岡一極集中なんですね。福岡と鹿児島だと、

圧倒的に福岡から鹿児島に行くほうの荷物が多いので、そこをどういうふうに車を使って

バランスをとろうかというのは、まだ検討段階ということがあったので、一旦、福岡とい

うところまでの形にさせていただきました。 

【根本委員長】  ヤマトさんのオペレーションだと、ベースとベースの間は直行便でつ

なぐのが基本ですよね。ですから、例えば荷物の少ないところは、そこには直接ＯＤは、

ダブル連結、使いにくいところもあると思うんですけれども、先ほどからのお話の中で、

立ち寄って、もう１台そこでつないで持っていくみたいな、そういう柔軟なオペレーショ

ンをやっていくようなことになってくれば、結構、荷物の少ないところでも、そこに寄っ

て、それを引っ張って持っていくみたいなことは今後できますよね。 

【ヤマト運輸（加地）】  今回、今年入れさせていただいた車については、後ろのトレー

ラが単体でセミトレーラとして使える仕様にしております。ですから、先生おっしゃるよ

うに、前が引く車と後ろのトレーラで、これらのほうが、圧倒的に数が多いよということ

であれば、もっとオペレーションの幅というのは広がると思っているんですけれども、今

は、すいません、台数が少ないので。イメージとしては持っているんですけれども、そう

いうことを考えていこうと思っています。 

【根本委員長】  ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。どうぞ。 

【兵藤委員】  さっき、コネクトエリア浜松が中間地点なので、非常にいいと。私も見

に行ったんですけれども、確かにあそこをもっと、今の厚木と茨木の輸送に対しては、そ

こで駐車場所を確保できるような、そういう策を優先して検討していただきたいなという

気がします。資料によりますと、スマートインターのところが２５メートルに対応してい
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ない、それを何とか改善して、コネクトエリアまでの道路は、線形は、２５メートル、ダ

ブル連結、対応しているという話は聞いています。ところが、あとは、普通の駐車場みた

いにゲートが上がって中へ入るんですけれども、そのゲートが２５メートル通過する前に

おりちゃうというので、そのゲートを改善してほしいという話は聞きました。それが１つ

です。 

 それからあとは、資料３で出てきたダブル連結の区間の延長なんですが、延長と同時に、

今までの新東名と違うところ、さっきも申し上げましたけれども、きちんと運行の状態を

モニタリングするような、そういう仕組みをぜひ同時に考えていただきたいと思います。

特に後ろのトラクターが左右に触れがちなものですが、それが走行条件として安定してい

るのかどうかという、これはモニタリングが必要かと思っています。ぜひお願いしたいと

思います。 

【根本委員長】  お答えできますか。 

【水野評価室長】  コネクトエリア浜松につきましては、事前にそういう要望がござい

ましたので、今、中日本高速とＥＴＣの機器の改修及び一旦スマートインターの外に出る

ものですから、そこの連結許可の手続きがありますので、それについて、至急、中日本の

ほうで今調整していただいているという状況になっております。 

 あと、ふらつきの問題でございます。これについても事業者から聞いておりますけれど

も、詳しくはヤマトさんに聞かれたらいいと思うんですけれども、一月ぐらいで大分ふら

つきがおさまってきたといったような話も聞いているところでございますけれども、今後、

いろいろな路線を拡充するに当たって、そういったようないろいろな課題があると思いま

すので、事業者の方々からデータをもらってモニタリングをするといったような体制は、

国としてもしっかり整えていきたいなというふうに考えています。 

【根本委員長】  オペレーション上、あまり今は問題ないと考えてよろしいですか。 

【福山通運（長原）】  問題ございません。 

【根本委員長】  それじゃ、羽藤さん。 

【羽藤委員】  このダブル連結をやった場合に、当然、上りと下りで輸送密度というか、

需要が違いますので、その効果の出方というものがおそらく違うように思うわけですが、

そうしたときに、申請というか、こうしたところでダブル連結の対応をしていただきたい

というところのルートが限られているところで最初にまず出されているわけで、そうしま

すと、入れたところでは輸送の全体のコストは安くなりますし、入れてないところでは今
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のままだということになりますので、輸送費への反映の形というのは、各社さん、どのよ

うにお考えなのかということをお伺いしたいと思った次第です。要するに、路線ごとに価

格が反映されてしまいますと、かなり偏った輸送費になるということですので、このダブ

ル連結トラックのネットワーク化の推進という意味では、ユニバーサルに物流のサービス

のインフラを提供するという意味では、かなり広い範囲でこういったものを考えていくべ

きかとも思いますし、ただ、一方で需要がないところでやってもというのはわかる話であ

りますが、この後、価格の反映のさせ方についてのお考えをお聞かせいただけますでしょ

うか。 

【根本委員長】  どうでしょうか。 

【福山通運（長原）】  このフルトレーラは、使い方というふうなところが一番おもしろ

いんじゃないかと考えております。この１台のトラクターに対して、箱を３つも４つも置

いておくというふうな格好で、Ａ点で積んだらＢ点で切り離して、Ｂ点で積んでいるのを

引っかけてＣ点へ行く、Ｃ点で積んでおるのを引っかけてというふうな、緊急の場合です

から、こういったチェンジだけで、切り離しだけでそういったトラック１台分の輸送が可

能になるというふうなメリット性が出るのではなかろうかと考えておりますが、これはず

っと先のことでございましょうから、特認と合わせての問題点もあろうかと思います。 

 それから、２番目には、大体、私どもとしても、ヤマトさんにしても、長距離というふ

うなものを前提に置いているような将来の展望を書いておりますけれども、これもいわゆ

る拠点から拠点までの輸送というふうなところで、今、残念ながら、２台しか、私ども走

っていないです。２１メートルと２５メートル。これの交互をやっておるわけでございま

すけれども、この２台というのは、一番おいしいところどりをやっておりまして、往復満

載というふうなところをやっておるんですけれども、将来的には、これもまだまだ組み合

わせができるわけでございますので、今、発注計画もやっておりますけれども、これがさ

らに進化して、箱が３つ、箱が４つできる緊急路の輸送というふうなことも十分考えられ

ますので、そういったことができるのであれば、コストも大分下がってくる、あるいは人

不足も少しは解消できるのではないかなというふうなことも考えております。 

 以上です。 

【根本委員長】  ヤマトさん、いかがですか。コストと運賃との関係というのは。 

【ヤマト運輸（加地）】  非常に難しいお話でもあるんですけれども、あくまでも社内的

に考えた場合は、今のところの運用でいきますと、発着と同じ台数でやっていますので、
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どちらかにコストが偏っているということはないんですけれども、当然、拡大していく中

ではバランスが崩れてきますし、共同輸送が入ってくると、どういった利益の分配みたい

なことも、実際、今の共同輸送の中でもありますけれども、課題としては認識しています。

ただ、今、答えがこうですとか、今こうやっていますというのは、なかなかお答えづらい

こともあるので。ただ、点としての部分最適ではなくて、全体最適としてコストは見てい

くので。 

【羽藤委員】  会社として。 

【ヤマト運輸（加地）】  はい。あまりバランスよりも拡大という認識のほうが強くやっ

ていきたいなと思っています。 

【羽藤委員】  ありがとうございます。 

【根本委員長】  大体よろしいですかね。ありがとうございました。 

 それでは、この議題はとりあえずここまでということで、あと２つございます。 

 まず議題２ですけれども、重要物流道路の指定について、ご説明をよろしくお願いいた

します。 

【田村道路経済調査室長】  道路経済調査室長の田村です。お手元資料４の重要物流道

路の供用中区間の指定についてのご報告でございます。 

 昨年３月に道路法が改正されまして、平常時、災害時を問わない安定的な輸送確保をす

るために、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を重要物流道路として計画路線を含め

て、機能強化や重点支援を実施する制度を創設されました。前回、２月のこの物流小委員

会でも、拠点の考え方などについてご説明をし、ご意見をいただいたところでございます。 

 左側のネットワークのイメージというところを見ていただければと思います。赤い色の

２つの直轄国道や高規格幹線道路を結ぶような形、さらには主要拠点ということで、空港

や港湾などへの拠点へのラストマイルも含めて、赤い部分を重要物流道路として今般指定

したものでございます。 

 右側の丸いところのポンチ絵でございますが、高規格幹線道路や直轄国道、都市高速道

路の供用している区間で約３万５００キロについて、この４月１日に指定しました。また、

ラストマイルとしては、地方管理道路が中心になりますけれども、４,５００キロ余りを、

合計で約３万５,０００キロを今般指定したものでございます。 

 あわせて、左側のポンチ絵に戻っていただきますと、重要物流道路に脆弱区間、事前通

行規制区間とかがある場合に代替路を設定したりですとか、補完路ということで、災害時



 -22-

については、備蓄基地ですとか総合病院など、平時の拠点と変わりますので、その拠点へ

のラストマイルというものを補完路という形で、代替路・補完路についても、右側の下、

②でございますけれども、約１万５,０００キロというものを今般指定したものでございま

す。 

 指定による効果としましては、重要物流道路の３万５,０００キロのうち、道路構造上、

支障のない区間約８割については、下のポンチ絵にございます国際海上コンテナの背高の

特車通行許可を不要とする措置を導入できるよう、今準備を進めているところでございま

す。 

 また、重要物流道路につきましては、構造基準が引き上げられることに伴いまして、そ

れに対応した道路構造としていく予定としております。 

 また、重要物流道路及び代替・補完路につきましては、災害があった際に道路警戒や災

害復旧を国が代行できるような措置を、これはもう発動しておりまして、災害の際に対応

していきたいというふうに考えております。 

 最後になりますが、今年度中には、事業中区間や計画中も含めて追加指定ということで、

丸印の下側の緑の点々の中でございます。現在、県レベルもしくは地方ブロック単位で新

たな広域道路交通計画の策定に向けて議論を進めております。そういったものも踏まえな

がら、事業中・計画中を含めて追加指定を実施していきたいということを考えております。 

 説明は以上となります。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対しまして何かご質問、ご意見があればよろしくお願いい

たします。とりあえず３万５,０００キロを指定したということでございますけれども、い

かがですか。どうぞ。 

【羽藤委員】  どうもご説明ありがとうございました。 

 絵的には、主要拠点に対して拠点へのラストマイルの線が１本引かれていて、災害時拠

点に対しては補完路という形で１本引かれているだけですが、当然、主要拠点に向けては

代替路があるような形での指定ということでいいんですか。それとも、高規格幹線道路か

ら主要拠点までの道というのは１本だけなのかという質問ですけれども。すいません、細

かい話で。 

【田村道路経済調査室長】  具体的には、それぞれの拠点の配置と、この高規格幹線道

路の位置関係に応じて、１本ある場合と２本ある場合があるかとは思いますが、基本的に
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は、重要物流道路１本、ラストマイル１本で主要拠点にアクセスできるようにするという

考え方で引いておりますが、拠点がわりと間隔が密にあった場合は、複数の経路でアクセ

スできるように見える場合もあるかというふうには思いますので、それぞれ地域の実情に

応じて、効率的なネットワークとなるような形で検討を進めて指定をしたものでございま

す。 

【羽藤委員】  はい、わかりました。ありがとうございます。 

【根本委員長】  よろしいですか。いかがでしょうか。大体納得していただけましたか

ね。順次指定していくというご計画ですけれども、この広域道路交通計画の進捗状況はい

かがでしょうか。 

【田村道路経済調査室長】  まさにこれから事業中・計画中に向けて検討を本格化させ

るということで、前回、この小委員会でも、ビジョンという形、この計画の親元となる、

方向性については、それぞれの地方ブロック単位でもかなり検討が進んでおりますが、具

体の計画については、年末ぐらいを目途にそれぞれの地域でしっかり検討を進めていきた

いというふうに考えております。 

【根本委員長】  ありがとうございます。よろしいですか。 

 それでは、そういう方向でよろしくご検討を進めていただきたいと思います。 

 続きまして、もう１件ございます。特車通行許可の審査の現状について、ご報告をよろ

しくお願いいたします。 

【馬渡道路交通管理課企画専門官】  道路交通管理課の馬渡と申します。よろしくお願

いいたします。 

 資料５をお願いいたします。特車通行許可の審査の現状ということでご説明をさせてい

ただきます。 

 １ページをごらんください。特殊車両の通行許可につきましては、従来よりご説明させ

ていただいておりますけれども、ドライバー不足等に伴う車両の大型化の進展に伴いまし

て、増加する申請件数に審査が追いついていないという状況がございました。物流生産性

の向上の観点からも、審査の迅速化が求められているところございます。このため、審査

の自動化や簡素化の取り組みをこれまで進めてきたところでございます。具体的には、自

動審査が可能となるよう電子データを整備することでありますとか、申請書の自動チェッ

ク機能の追加、あるいは簡素化におきましては、審査内容を最低限必要なものに絞り込ん

で簡素化するといったことですとか、変更申請に対する審査を簡素化する。その他としま
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して、自治体の支援対策の構築ということで、都道府県等とでプロジェクトチームを設置

しまして、自治体を個別に支援をしているといった状況でございます。また、許可期間の

延長ということでございまして、優良事業者につきまして、当面の間、２年から４年に延

長したというところでございます。 

 次のページをお願いいたします。審査日数の推移ということでございます。これまでの

取り組みを進めてきたという結果でございまして、許可件数は増加をしているところです

けれども、審査日数につきましては、最大、これまで５６日というところでしたが、先ほ

どご説明しました取り組みなどによりまして短縮をしてきて、今年の４月において約２６

日というふうになっているということでございます。この日数は、審査日数が増加をし始

める５年ほど前の水準に戻ってきているというような状況でございます。 

 次のページをお願いいたします。全体としては審査日数が短縮しているわけですけれど

も、その中身を少し分析したのが３ページ目のグラフでございます。通常、自治体等の協

議等がございます場合は時間を要するわけですけれども、その赤いグラフで示しておりま

すのが自治体との協議ありの日数でございます。全体２６日の中で、その部分が３１日と

いうことで、１カ月を要している状況がございます。このため、国による一括審査のため

のデータ整備を引き続き進めるということと、審査に時間を要している地方自治体を個別

に支援して、全体として審査日数の短縮に努めていきたいというふうに思ってございます。 

 なお、４ページ目には、参考でつけておりますけれども、これまで取り組んでいる内容

ですが、センシング技術を活用した電子データの収集ということで、各地方整備局にセン

シング機器、写真にありますようなものですけれども、これを装備いたしまして、３次元

データの収集をし、これによって電子データの収録を加速化するという取り組みをして、

自動審査の推進を進めているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対しまして、何かご意見、ご質問があればよろしくお願い

いたします。 

【羽藤委員】  いいですか。 

【根本委員長】  はい、どうぞ。 

【羽藤委員】  参考のところで、審査の実態というところに、５ページ目ですけれども、

赤で「人手」「人手」というところが書かれてあるんですけれども、ここのところというの
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は、よく総務省なんかは、ＡＩのロボッターで自動的に判断して返すというような仕組み

で、相当窓口業務のところはコストが減っているというような話があるんですが、ここの

ところについて、そういったものを導入するというのは難しいという状況なのか、あるい

は既にお考えなのかというところをお聞かせいただけますか。 

【馬渡道路交通管理課企画専門官】  ありがとうございます。説明を少し省略しました

が、この受け付けの自動チェックの仕組みをこの４月から入れておりまして、そういう意

味で、今は「人手」と書いていますけれども、ここは大分、人手じゃなくて、自動チェッ

クをしている仕組みを導入したばかりでございますので、少しそのあたりの実態も検証し

て、そういった人手がかからないような受付の仕組みにしていきたいというふうに思って

ございます。 

【根本委員長】  よろしいですか。どうぞ。 

【大串委員】  こうやって精密な、ある程度最新技術を導入して、電子データを採取さ

れていますよね。そうすると、特車の許可だけにこのデータを使うのはもったいないかな

と思うんですけれども、ほかのご利用の目的とかが決まっているとか、予定があるのであ

れば教えていただければと思います。 

【馬渡道路交通管理課企画専門官】  このデータにつきましては、まずは課題の多い特

車の審査のためのデータ整備に進めておりますけれども、自動運転への活用ですとか、あ

るいは道路の管理への活用といったものへの活用を考えておりまして、とったデータを有

効に使えるように考えていきたいというように思っております。 

【根本委員長】  よろしいですか。 

 私のほうから。５６日が２６日とかに短くなっているのは非常によかったと思いますけ

れども、これで主にどの施策がこの短縮に寄与したかということと、それから、この２６

日を最終的に何日ぐらいにするのか、そのための決め手となっている何か施策が、こうい

うところだと、何かそういうことがあれば教えてもらっていいですか。 

【馬渡道路交通管理課企画専門官】  ありがとうございます。どの施策が効果的だった

かというのは、なかなか分析をしておりませんけれども、これまで積み重ねてきた電子デ

ータ化の蓄積ということで、一括審査というところが大きくきいているのかなと思ってお

ります。 

 あと、強いて言えば、個別に自治体にアプローチをして、自治体のほうも、これまでか

かっていたということをあまり認識もしていなかったという面もありますので、こうやっ
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て認識をしていただいて、個別に対策をとっていくというところで意識も変わってきまし

て、そのあたりで、全体として下がってきているのではないかというふうに思っています。 

 また、今後、目標としては２０２０年に１０日程度という高い目標を掲げておりますの

で、データの収集等をより進めていって、さらに短縮できるように努めていきたいという

ふうに思ってございます。 

【大串委員】  電子道路情報データのアクセス権ですけれども、省内だけなのか、民間

の方たちが事前にこれをチェックして、適合できるかどうかというところまで開放されて

いるオープン的なものなのかというのを、１点確認させてください。 

【馬渡道路交通管理課企画専門官】  これは通常、申請をするときに特車のシステムが

ありますけれども、その中で起終点を入れれば、どういうところが通れるかというところ

はわかるようになっております。データ自体が見れるわけではないですけれども、そうい

った通行可否の情報はある程度わかるようになってございます。 

【大串委員】  ありがとうございます。 

【根本委員長】  よろしいですか。 

 シナリオにはないんですけれども、せっかくヤマトさんと福山さんが来られていますけ

れども、何か特車の審査に関してコメントはございませんか。 

【福山通運（長原）】  これは特認でございますので、新車を買って検査証を提出して、

それからですから、一日も早く車を稼働させていただきたいというふうなことで、これは

２６日が１０日というふうなことですから、期待しております。 

【根本委員長】  ありがとうございます。いかがでしょうか。 

【ヤマト運輸（加地）】  確かにこのデータにありますように、以前に比べますと、オン

ライン申請もできましたので、確かに日数は短縮されているというのは、我々現場も実感

しています。さらに日数の短縮をお願いしたいと思います。 

【根本委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、きょう予定していた議題は以上で、非常に効率的に進行することができまし

た。ありがとうございました。 

 ２番目、３番目は、どちらかというと報告事項でしたけれども、ダブル連結トラックの

路線網の拡大に関しては、これは皆さんからいろいろご意見をいただきましたので、事務

局ご提案の今後のスケジュールに沿って、また拡充の方法をぜひご検討いただければと思

っているところであります。 
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 これで大体よろしいですか。 

 それでは、事務局にお返しします。 

【四童子道路経済調査室企画専門官】  長時間にわたるご議論、ありがとうございまし

た。 

 本日の議事録につきましては、後日、各委員の皆様にお送りさせていただきまして、ご

了解の上で公開する予定でございます。 

 また、本日の会議資料は追って郵送させていただきます。 

 それでは、以上をもちまして、本日の委員会は全て終了となります。本日はまことにあ

りがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 

 


